
04 対象について

02 対象期間

05 申請の流れ

01 支援内容

▶大ホールの施設利用料を免除
※大ホール以外の施設利用料、附属設備利用料、利用時間超過分は対象外。受付・舞台技術対応は貸館と同様。

03 申請期間 

柏崎市文化会館アルフォーレ令和８年度

柏崎市文化会館アルフォーレ(公益財団法人かしわざき振興財団) では、
市民の皆さんの芸術文化活動の成果発表の場、また身近に芸術文化に触れる場として

柏崎の新たな地域文化の創造発信を目的とするため、市民文化活動支援事業を実施します。

「市民文化活動支援事業」実施要項

※初日は午後1時～、最終日は午後7時まで 

※受付先着順とし、受付開始時に希望日が重複した場合は調整をさせていただきます

▶ジャンル：音楽、舞踊、演劇、伝統芸能など 
▶柏崎市内に活動拠点を置く団体等
▶該当時期に大ホールで本番利用として開催する事業で、当事業の趣旨に沿い、広く一般市民に公開されること 

［対象外とする場合］

〒945-0054　柏崎市日石町4番32号

▶受付／9:00～19:00 火曜休館 (祝日の場合は翌平日)（公益財団法人かしわざき振興財団）
TEL.0257-21-0010申込先

お問合せ

（準備・本番を含めて9時から22時の１日間）

※申請期間前に仮予約または本予約をしている事業は対象外となります
※申請は１団体につき１事業まで

営利やチャリティーを主な目的として開催するもの
特定の政党や宗教に関するもの
事業の鑑賞者が実施団体の構成員やその関係者に限られるもの
学校教育の活動（学校行事、部活動など）や音楽教室等の発表会に関するもの
学術的な会合や学会に類するもの
他の助成金事業などに参加(申請)しているもの

申請書の提出
上記の申請期間中に所定の「申請書」を提出してください
※事前に大ホールの空き状況をお電話でご確認ください

1
Step

事業の決定
申請期間終了後、審査の上、事業を決定し、後日郵送で通知します
※決定通知到着後、「施設利用申込書」と「減免申請書」を提出してください
※決定した事業は、印刷物等に『柏崎市文化会館アルフォーレ「市民文化活動支援事業」』を
　明記してください

2
Step

事業実施・事業の実績報告
事業完了後、２週間以内に「事業完了報告書」を提出してください
※作成した印刷物（チラシ、プログラム等）を添付してください

3
Step

2026年 月 18 日 ( 土 )  ～ 月 308 日 ( 日 )  ※既に予約が入っている日程は除く

2026年２月４日（水）～２月11日（水祝）


